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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　赤外線画像を生成する方法であって：
　複数のフレームの各々について、中心アレイデータを生成するようにより速いサンプリ
ング速度でマイクロボロメータアレイの検出器中心領域の複数の中心アレイ要素をサンプ
リングする段階；
　周辺アレイデータを生成するようにより遅いサンプリング速度でマイクロボロメータア
レイの検出器周辺領域の複数の周辺アレイ要素をサンプリングする段階であって、前記複
数の周辺アレイ要素は複数の副領域を有し、各々の副領域は２つ又はそれ以上の周辺アレ
イ要素を有し、前記複数の周辺アレイ要素をサンプリングする前記段階は、各々の副領域
について、
　前記複数のフレームの第１フレームについて各々の副領域の第１サブセットをサンプリ
ングする段階と、
　前記複数のフレームの第２フレームについて前記各々の副領域の第２サブセットをサン
プリングする段階であって、前記第２サブセットは前記第１サブセットと同じではない、
段階と、
　を有する、段階；
　ディスプレイのディスプレイ中心領域について中心画像データを生成するように前記中
心アレイデータを処理する段階；及び
　前記ディスプレイのディスプレイ周辺領域について周辺画像データを生成するように前
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記周辺アレイデータを処理する段階；
　を有する方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法であって：
　前記第１サブセット及び前記第２サブセットは各々副領域を有する；
　方法。
【請求項３】
　請求項１に記載の方法であって、前記周辺アレイデータを処理する前記段階は：
　前記第１フレーム及び前記第２フレームについて前記複数の周辺アレイ要素の前記第１
サブセットから生成される第１画像データを生成する段階；並びに
　前記第２フレーム及び第３フレームについて前記複数の周辺アレイ要素の第２サブセッ
トから生成される第２画像データを生成する段階；
　を更に有する、方法。
【請求項４】
　請求項１に記載の方法であって、前記周辺アレイデータを処理する前記段階は：
　前記第１フレームについて前記複数の周辺アレイ要素の前記第１サブセットから生成さ
れる第１画像データを生成する段階；及び
　前記第２フレームについて前記第１画像データを保つ段階；
　を更に有する、方法。
【請求項５】
　請求項１に記載の方法であって、前記周辺アレイデータを処理する前記段階は：
　前記第１フレームについて前記複数の周辺アレイ要素の前記第１サブセットから生成さ
れる第１画像データを生成する段階；及び
　前記第２フレームについて前記複数の周辺アレイ要素の前記第２サブセットから生成さ
れる第２画像データと前記第１画像データを平均化する段階；　
　を更に有する、方法。
【請求項６】
　請求項１に記載の方法であって：
　前記検出器中心領域を設定するように前記中心アレイ要素として複数のアレイ要素を指
定する段階；
　を更に有する、方法。
【請求項７】
　請求項１に記載の方法であって：
　マイクロボロメータ面アレイに対して、１つ又はそれ以上の中心開始アドレス及び１つ
又はそれ以上の中心終了アドレスを送ることにより、前記検出器中心領域を設定する段階
；
　を更に有する、方法。
【請求項８】
　請求項１に記載の方法であって：
　サンプリングデューティサイクルが変わるにつれて、１つ又はそれ以上の周辺アレイ要
素におけるジュール熱の１つ又はそれ以上の変化の影響について補償するように、一定バ
イアスのデューティサイクルを保つ段階を更に有する；
　方法。
【請求項９】
　請求項１に記載の方法であって：
　サンプリングデューティサイクルが変わるにつれて、１つ又はそれ以上の周辺アレイ要
素におけるジュール熱の１つ又はそれ以上の変化の影響について補償するように、前記マ
イクロボロメータアレイの１つ又はそれ以上のバイアス条件を電気的に調節する段階を更
に有する；
　方法。
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【請求項１０】
　請求項１に記載の方法であって：
　サンプリングデューティサイクルが変わるにつれて、１つ又はそれ以上の周辺アレイ要
素におけるジュール熱の１つ又はそれ以上の変化の影響について補償するように、前記マ
イクロボロメータアレイの支援回路の動作バイアスを電気的に調節する段階を更に有する
；
　方法。
【請求項１１】
　マイクロボロメータアレイ；及び
　１つ又はそれ以上の処理器であって、
　複数のフレームの各々について、中心アレイデータを生成するようにより速いサンプリ
ング速度で前記マイクロボロメータアレイの検出器中心領域の複数の中心アレイ要素をサ
ンプリングし、
　周辺アレイデータを生成するようにより遅いサンプリング速度で前記マイクロボロメー
タアレイの検出器周辺領域の複数の周辺アレイ要素をサンプリングし、
　ディスプレイのディスプレイ中心領域について中心画像データを生成するように前記中
心アレイデータを処理し、
　前記ディスプレイのディスプレイ周辺領域について周辺画像データを生成するように前
記周辺アレイデータを処理する、
　１つ又はそれ以上の処理器；
　を有するシステムであって、
　前記複数の周辺アレイ要素は複数の副領域を有し、各々の副領域は２つ又はそれ以上の
周辺アレイ要素を有し、前記複数の周辺アレイ要素をサンプリングすることは、各々の副
領域について、
　第１フレームについて前記各々の副領域の第１サブセットをサンプリングし、
　第２フレームについて前記各々の副領域の第２サブセットをサンプリングする
　ことであり、ここで、前記第２サブセットは前記第１サブセットと同じではない；　
　方法。
【請求項１２】
　請求項１１に記載のシステムであって：
　前記第１サブセット及び前記第２サブセットは各々副領域を有する；
　方法。
【請求項１３】
　請求項１１に記載のシステムであって、前記周辺アレイデータを前記処理することは：
　前記第１フレーム及び前記第２フレームについて前記複数の周辺アレイ要素の前記第１
サブセットから生成される第１画像データを生成すること；並びに
　前記第２フレーム及び第３フレームについて前記複数の周辺アレイ要素の前記第２サブ
セットから生成される第２画像データを生成すること；
　を更に有する、システム。
【請求項１４】
　請求項１１に記載のシステムであって、前記周辺アレイデータを前記処理することは：
　前記第１フレームについて前記複数の周辺アレイ要素の前記第１サブセットから生成さ
れる第１画像データを生成すること；及び
　前記第２フレームについて前記第１画像データを保つこと；
　を更に有する、システム。
【請求項１５】
　請求項１１に記載のシステムであって、前記周辺アレイデータを前記処理することは：
　前記第１フレームについて前記複数の周辺アレイ要素の前記第１サブセットから生成さ
れる第１画像データを生成すること；及び
　前記第２フレームについて前記複数の周辺アレイ要素の前記第２サブセットから生成さ
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れる第２画像データと前記第１画像データを平均化すること；　
　を更に有する、システム。
【請求項１６】
　請求項１１に記載のシステムであって：
　前記１つ又はそれ以上の処理器は、前記マイクロボロメータアレイに対して、１つ又は
それ以上の中心開始アドレス及び１つ又はそれ以上の中心終了アドレスを送ることにより
、前記検出器中心領域を設定するように更に動作可能である；
　システム。
【請求項１７】
　請求項１１に記載のシステムであって：
　前記１つ又はそれ以上の処理器は、サンプリングデューティサイクルが変わるにつれて
、１つ又はそれ以上の周辺アレイ要素におけるジュール熱の１つ又はそれ以上の変化の影
響について補償するように、一定バイアスのデューティサイクルを保つように更に動作可
能である；
　システム。
【請求項１８】
　請求項１１に記載のシステムであって：
　前記１つ又はそれ以上の処理器は、サンプリングデューティサイクルが変わるにつれて
、１つ又はそれ以上の周辺アレイ要素におけるジュール熱の１つ又はそれ以上の変化の影
響について補償するように、前記マイクロボロメータアレイの１つ又はそれ以上のバイア
ス条件を電気的に調節するように更に動作可能である；
　システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に、撮像システムの分野に関し、特に、大きさ、重量、演算容量及び／
又は消費電力等の負荷が低減された撮像システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　撮像システムは、シーンから光を検出することに応じて信号を生成する検出器と、その
信号を処理する処理器と、処理された信号を用いて、シーンの画像を表示するディスプレ
イとを有する。特定の状況においては、大きさ、重量、演算容量及び／又は消費電力を増
加させる。従って、特定の状況下では、処理は、それらの負荷を低減するように、減少さ
れることが可能である。
【０００３】
　本発明に従って、撮像システムについての従来技術に関連する不利点及び課題が低減さ
れる又は排除されることが可能である。
【図面の簡単な説明】
【０００４】
【図１】シーンの画像を生成するように用いられる撮像システムの実施例を示す図である
。
【図２Ａ】焦点面アレイをサンプリングする方法の実施例を示す図である。
【図２Ｂ】焦点面アレイをサンプリングする方法の実施例を示す図である。
【図２Ｃ】焦点面アレイをサンプリングする方法の実施例を示す図である。
【図２Ｄ】焦点面アレイをサンプリングする方法の実施例を示す図である。
【図３】焦点面アレイの中心領域の大きさを設定するように用いられるメッセージングシ
ーケンスの実施例を示す図である。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
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　特定の実施形態に従って、焦点面アレイの中心領域の中心アレイ要素は、中心アレイデ
ータを生成するようにより速いサンプリング速度でサンプリングされる。焦点面アレイの
周辺領域の周辺アレイ要素は、周辺アレイデータを生成するようにより遅いサンプリング
速度又はより粗なサンプリング密度でサンプリングされる。その中心アレイデータは、デ
ィスプレイの中心領域について中心画像データを生成するように処理される。周辺アレイ
データは、ディスプレイの周辺領域について周辺画像データを生成するように処理される
。
【０００６】
　本発明の特定の実施形態は、１つ又はそれ以上の技術的有利点を提供する。一実施形態
の技術的有利点は、周辺領域についての処理データが中心領域についての処理データに対
して減少されることが可能であり、そのことは、撮像システムの負荷を低減することが可
能であることである。一実施形態の他の技術的有利点は、中心領域が調節可能であること
である。
【０００７】
　本発明の特定の実施形態は、上記の技術的有利点を有さない、一部を有する又は全てを
有する。１つ又はそれ以上の他の技術的有利点について、当業者は、図、詳細説明及び特
許請求の範囲から容易に理解することができる。
【０００８】
　本発明についての、並びに本発明の特徴及び有利点についての十分な理解のために、添
付図と関連付けられている以下の詳細説明を参照する。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本発明の実施形態及び本発明の有利点については、図１乃至３を参照することにより十
分に理解できる。同じ参照番号は、種々の図について同じ及び対応する構成要素について
用いられている。
【００１０】
　図１は、シーン１２の画像５０を生成するように用いられることが可能である撮像シス
テム１０の実施例を示している。例示している実施例においては、シーン１２はオブジェ
クト１４を含んでいる。撮像システム１０は、図示しているように結合されたカメラ１８
と、演算システム２０と、ディスプレイ２２とを有する。カメラ１８は、光学系２４と、
焦点面アレイ（又は、検出器アレイ）２６と、集積回路２８とを有する。焦点面２６は、
焦点領域５２と、周辺領域５４とを有する。演算システム２０は、インタフェース３２と
、ロジック３４と、メモリ３６とを有する。ロジック３４は、１つ又はそれ以上のプロセ
ッサ４０と、画像プロセッサ４４等の複数のアプリケーションとを有する。メモリ３６は
、複数のアプリケーションを記憶する。ディスプレイ２２は、シーン１２の画像５０を表
示する。ディスプレイ２２は、中心領域６２と、周辺領域６４とを有する。
【００１１】
　特定の動作の実施例において、システム１０は、中心アレイデータを生成するように、
より高速のサンプリング速度で焦点面アレイ２６の中心領域５２の中心アレイ要素をサン
プリングすることが可能である。システム１０は、周辺アレイデータを生成するように、
より低速のサンプリング速度で焦点面アレイの周辺領域５４の周辺アレイ要素をサンプリ
ングすることが可能である。システム１０は、ディスプレイ２２の中心領域６２について
の中心画像データを生成するように中心アレイデータを処理することが可能であり、ディ
スプレイ２２の周辺領域６４についての周辺画像データを生成するように周辺アレイデー
タを処理することが可能である。
【００１２】
　例示している実施例においては、シーン１２は、シーン１２の画像５０を生成するよう
に用いられることが可能である光を反射する及び／又は出射するオブジェクト１４を有す
る。カメラ１８は、シーン１２からの光を受け入れる。光学系２４は、焦点面アレイ２６
の方に光を方向付けるように光を屈折する又は反射する。光学系２４は、レンズ等の１つ
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又はそれ以上の光学装置を有することが可能である。焦点面アレイ２６は、光を検出して
、その検出された光に応じて検出信号を生成することが可能である検出器要素のアレイ（
例えば、二次元アレイ）を有することが可能である。検出器要素に対応する検出器信号は
、検出器要素により検出される光の量及び／又は波長を表すアレイデータを有する。焦点
面アレイの例としては、ＣＭＯＳ（相補型金属酸化膜半導体）イメージャ、ＣＣＤ（Ｃｈ
ａｒｇｅ　Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｄｅｖｉｃｅｓ）、ハイブリッド赤外線意イメージャ及び非
冷却型マイクロボロメータがある。
【００１３】
　特定の実施形態においては、焦点面アレイ２６は、中心アレイ要素を有する中心領域５
２と、周辺アレイ要素を有する周辺領域５４とを有することが可能である。焦点面アレイ
２６はアレイデータ（焦点面アレイデータ、焦点面データ又は検出器データとも呼ばれる
）を生成することが可能である。焦点面アレイの中心領域５２は中心データ（中心アレイ
データ等）を生成することが可能であり、その中心データは、ディスプレイ２２の中心領
域６２（ディスプレイ中心領域）を生成するように用いられることが可能である。焦点面
アレイの周辺領域５４は周辺データ（周辺アレイデータ等）を生成することが可能であり
、その周辺データは、ディスプレイ２２の周辺領域６４（又は、ディスプレイ周辺領域）
を生成するように用いられることが可能である。
【００１４】
　中心領域５２及び６２は、何れかの適切な大きさ及び形を有することが可能であり、焦
点面アレイ２６及びディスプレイ２２の何れかの部分をそれぞれ、有することが可能であ
る。特定の実施形態においては、中心領域５２及び／又は６２は眼の視野の中心部分に対
応し、その眼の視野の中心部分は、眼の視野の周辺部分に比べてより高い正確さを有する
視覚的情報を検出する。その実施形態においては、中心部分５２及び６２は、焦点面アレ
イ２６及びディスプレイ２２のそれぞれの中心に又は中心に近接して位置付けられること
が可能であり、周辺領域５４及び６４は、中心領域５２及び６２のそれぞれを囲むことが
可能である。
【００１５】
　特定の実施形態においては、中心領域５２及び６２並びに／若しくは周辺領域５４及び
６４の大きさ及び位置は変えられることが可能である。例えば、中心領域５２又は６２は
、中央から左上角に移動されることが可能である。他の実施例においては、中心領域５２
又は６２は、より小さく又はより大きくされることが可能である。特定の実施形態におい
ては、中心領域５２又は６２の大きさ及び位置は、画像５０に従って決定されることが可
能である。例えば、画像５０は、移動する所定の要素を有することが可能であり、中心領
域５２又は６２は、その要素が移動するところに移動することが可能である。中心領域を
変化させる方法の実施例については、図３を参照して下でより詳細に説明する。
【００１６】
　集積回路２８は、焦点面アレイ２６の動作を制御する及び／又は焦点面アレイ２６から
の信号を処理する。特定の実施形態においては、集積回路２８は、検出器信号を読み出し
、出力する。集積回路２８の実施例は読み出し集積回路（ＲｏＩＣ）２８である。集積回
路２８は、何れかの適切なプロトコル、例えば、ＮＴＳＣ（Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｔｅｌｅ
ｖｉｓｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｃｏｍｍｉｔｔｅｅ）プロトコル、ＰＡＬ（Ｐｈａｓｅ　
Ａｌｔｅｒｎａｔｉｎｇ　Ｌｉｎｅ）プロトコル又はＳＥＣＡＭ（Ｓｅｑｕｅｎｔｉａｌ
　Ｃｏｌｏｒ　Ｗｉｔｈ　Ｍｅｍｏｒｙ）プロトコル等に従って、信号を出力することが
可能である。
【００１７】
　集積回路２８は、焦点面アレイ２６の動作を制御する及び／又は焦点面アレイ２６から
の信号を処理する複数の構成要素を有することが可能である。特定の実施形態においては
、集積回路２８は、焦点面アレイ２６への電力を制御する電力回路、クロック信号を供給
するタイミング回路、焦点面アレイ２６のタイミングと同期する同期回路、焦点面アレイ
２６からの信号を増幅する増幅回路、焦点面アレイ２６からの信号をフィルタリングする
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フィルタ回路、及び／又は焦点面アレイ２６により生成されたビデオ信号をディジタル化
するアナログディジタル（Ａ／Ｄ）回路を有する。
【００１８】
　演算システム２０は、システム１０の動作を容易にする及び／又はシステム１０の信号
を処理する。特定の実施形態においては、画像処理器４４は、ディスプレイ２２に画像を
表示するように用いられる画像データを生成するように、カメラ１２からのアレイデータ
を処理する。画像５０の画素についての画像データは、画素に対応する検出器要素により
検出される光の量及び／又は波長を表すことが可能である。焦点面アレイ２６の略全ての
走査は、データのフレームを生成する。焦点面データのフレームは、特定の時刻に画像５
０を表示するように用いられる画像データのフレームを生成するように用いられることが
可能である。複数のフレームは、シーン１２の動画５０を生成するように連続して生成さ
れることが可能である。
【００１９】
　特定の実施形態においては、画像処理器４４は他の適切な動作を実行することが可能で
ある。例えば、画像処理器４４は、画像をシャープにするように焦点面データに関するシ
ャープニング（ｓｈａｒｐｅｎｉｎｇ）動作を実行することが可能である。他の実施例と
しては、画像処理器４４は、色又は輪郭等の特定の特徴を検出する画像認識動作を実行す
ることが可能である。
【００２０】
　ディスプレイ５０は、画像データを用いて、シーン１２の画像５０を表示する何れかの
適切な装置である。特定の実施形態においては、ディスプレイ５０は、ディスプレイ中心
領域６２及びディスプレイ周辺領域６４を有する。ディスプレイ中心領域６２は、中心画
像データから画像５０の一部を生成し、その中心画像データはまた、焦点面の中心領域５
２からの中心焦点面データから生成される。ディスプレイ周辺領域６４は、周辺画像デー
タから画像５０の一部を生成し、周辺画像データはまた、検出器周辺領域５４からの周辺
アレイデータから生成される。
【００２１】
　ディスプレイ２２は、何れかの適切な大きさ及び／又は形を有することが可能である。
低減された処理は、大きさ及び／又は重量の制約、並びに／若しくは制限された演算及び
／又は電力資源を伴う複数の装置におけるアプリケーションを可能にする。特定の実施形
態においては、ディスプレイ５０は、画像５０が人間の眼の視野内に適合するように、人
間の眼に近接して（例えば、１．１乃至２インチ又は２乃至５インチ）位置付けられるよ
うに十分に小さい。そのようなディスプレイの例としては、頭部装着型ディスプレイ（Ｈ
ＭＤ）、双眼装置又は望遠鏡等の光学装置の接眼部のためのディスプレイがある。頭部装
着型ディスプレイは、ユーザが装着することができ、ユーザの眼の前に位置付けられる比
較的小さいコンピュータディスプレイを有する装置である。
【００２２】
　動作の特定の実施形態においては、焦点面アレイ２６は、特定の検出器要素を選択的に
走査することが可能であるが、他の領域は走査しない。特定の実施形態においては、制御
器（駆動回路２８及び／又は画像処理器４４等）は、検出器要素を走査するように焦点面
アレイ２６に命令することが可能である。特定の実施形態においては、焦点面アレイ周辺
領域５４のより小さい割合が、単位時間にサンプリングされることが可能であり、焦点面
アレイ中心領域５２のより大きい割合が、単位時間にサンプリングされることが可能であ
る。実施形態においては、システム１０のデータ処理は、焦点面アレイ周辺領域５４及び
焦点面アレイ中心領域５２両方についてより大きい割合をサンプリングするシステムのデ
ータより少ないことが可能である。
【００２３】
　特定の実施形態においては、中心アレイ要素は、中心アレイデータを生成するようによ
り速いサンプリング速度でサンプリングされることが可能であり、周辺アレイ要素は、周
辺焦点面アレイデータを生成するようにより遅いサンプリング速度でサンプリングされる
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ことが可能である。サンプリング速度は、単位時間当たりにサンプリングされる要素数を
表すことが可能である。より速いサンプリング速度の例としては、１秒当たり１０乃至２
０、２０乃至３０及び３０乃至それ以上のフレーム数の範囲内の速度がある。より遅いサ
ンプリング速度は、より速いサンプリング速度に比べて小さいサンプリング速度であり、
即ち、ＲＳ＜ＲＦであり、ここで、ＲＳはより遅いサンプリングレートを表し、ＲＦはよ
り速いサンプリングレートを表す。より遅いサンプリング速度の例としては、ＲＳ＝（１
／ｎ）ＲＦがあり、ここで、ｎは正の整数、例えば、１乃至４、４乃至８、又は８より大
きい整数の範囲内の整数である。
【００２４】
　図２Ａ乃至２Ｄは、図１のシステム１０により用いられることが可能であるサンプリン
グ焦点面アレイ２６のための方法の実施例を示している。アレイ２６は、中心アレイ要素
を有する中心領域１２６及び周辺アレイ要素１３０を有する周辺領域１２８を有する。図
示している実施例においては、周辺アレイ要素１３０は副領域１３２に組み込まれる。各
々の副領域１３２は、２つ又はそれ以上の周辺アレイ要素１３０を有することが可能であ
り、何れかの適切な形を有することが可能である。例えば、副領域１３２は、ｍｘｎ個の
周辺アレイ要素１３０を有することが可能であり、ｍｘｎ個の四角形であることが可能で
あり、ここで、ｍは要素１３０の行数を表し、ｎは要素１３０の列数を表す。
【００２５】
　各々の副領域１３２は２つ又はそれ以上のサブセット１４０を有することが可能である
。各々のサブセット１４０は、フレームについてサンプリングされた１つ又はそれ以上の
周辺アレイ要素１３０を有することが可能である。特定の実施例においては、第１サブセ
ット１４０は第１フレームについてサンプリングされ、第２サブセット１４０は第２フレ
ームについてサンプリングされる。図示している実施例においては、副領域３１２は、２
ｘ２個の四角形内に配置された４つの周辺アレイ要素１３０を有する。副領域１３２は４
つのサブセット１４０を有し、ここで、各々のサブセット１４０は１つの周辺アレイ要素
１３０を有する。
【００２６】
　中心領域１２６は、より速い走査速度で走査される一方、周辺領域１２８はより遅い走
査速度で走査されることが可能である。特定の実施例においては、周辺領域１２８の各々
の副領域１３２の適切なサブセットは、フレームについて走査されることが可能である。
セットＳの適切なサブセットは、Ｓに厳密に含まれ、故に、Ｓの少なくとも１つのメンバ
ーを外すサブセットである。即ち、副領域１３２の全ての要素が各々のフレームにおいて
走査される訳ではない。
【００２７】
　特定の実施例においては、副領域１３２における異なる要素は、異なるフレームについ
て走査されることが可能である。例えば、副領域１３２の第１サブセットは第１フレーム
についてサンプリングされ、副領域１３２の第２サブセットは第２フレームについてサン
プリングされることが可能であり、ここで、第２サブセットは第１サブセットと等しくな
い。２つのサブセットは、それらが同じ要素を有さない場合に、等しくないのである。等
しくないサブセットは、少なくとも１つの共通の要素を有することが可能である、又は共
通の要素を有さないことが可能である。
【００２８】
　図２Ａ乃至２Ｄは、４つのフレームについての走査を示している。中心領域１２６の実
質的に全てが、各々のフレームについて走査される。周辺領域１２８の異なるサブセット
１４０が異なるフレームについて走査される。例えば、各々の副領域１３２の左上角のサ
ブセット１４０は、図２Ａに示しているように、第１フレームについて走査されることが
可能である。各々の副領域１３２の右下角のサブセット１４０は、図２Ｂに示しているよ
うに、第２フレームについて走査されることが可能である。各々の副領域１３２の右上角
のサブセット１４０は、図２Ｃに示しているように、第３フレームについて走査されるこ
とが可能である。各々の副領域１３２の左下角のサブセット１４０は、図２Ｄに示してい
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るように、第４フレームについて走査されることが可能である。その実施例においては、
副領域１３２は、処理負荷の７５％を低減して処理される。
【００２９】
　走査は、何れかの適切な様式で適合されることが可能である。例えば、低い電力で実行
される場合、サンプリング速度は低下される、又は電力が増加される場合、サンプリング
速度は増加されることが可能である。他の実施例としては、ユーザは、より速い又はより
遅い走査速度を要求することが可能である。他の実施例としては、システム１０は、シー
ン１２の速い動きを検出することが可能であり、サンプリング速度を高くすることが可能
であり、又はシーン１２の遅い動きを検出することが可能であり、サンプリング速度を低
くすることが可能である。
【００３０】
　画像処理器４４は、画像５０を生成するように何れかの適切な様式でアレイデータを処
理することが可能である。特定の実施例においては、画像処理器４４は、第１フレームに
ついて第１画像データを生成するように、第１サブセット１４０からの周辺アレイデータ
を処理することが可能である。第１サブセット１４０は、次のフレームについてサンプリ
ングされず、故に、第１画像データは、次のフレームについて用いられない。第１画像デ
ータは、何れかの適切な様式で用いられることが可能である。他の実施例としては、第１
画像データは、第２サブセット１４０を用いて生成される第２画像データと平均化される
ことが可能であり、その平均化されたデータは、次のフレームのために用いられることが
可能である。特定の実施例においては、画像処理器４４は、第１フレーム及び第２フレー
ムについて第１サブセット１４０を用いて生成される第１画像データを用いることが可能
であり、第２フレーム及び第３フレームについて第２サブセット１４０を用いて第２画像
データを用いることが可能である。
【００３１】
　図３は、焦点面アレイ２６の中心領域の大きさを設定するように用いられることが可能
であるメッセージングシーケンス１５０の実施例を示している。メッセージングシーケン
ス１５０は、システム１０の構成要素、例えば、カメラ１８、演算システム２０及び／又
はディスプレイ２２の中のものと通信するように用いられることが可能である。例えば、
メッセージングシーケンス１５０は、カメラ１２からディスプレイ２２にアレイデータを
、演算システム２０からカメラ１８にカメラ設定又は走査命令を、若しくは画像処理器４
４又はディスプレイ２２への画像を表示するための命令を、通信するように用いられるこ
とが可能である。
【００３２】
　図示されている実施例においては、メッセージングシーケンス１５０はまた、検出器中
心領域の大きさを設定する又は変えるように集積回路２８に命令するように用いられるこ
とが可能である。メッセージングシーケンス１５０は、中心アレイ要素として指定された
アレイ要素を示す。その実施例においては、メッセージングシーケンス１５０は、中心開
始アドレス及び中心終了アドレスを有する。中心開始アドレスは、中心領域の行の開始を
示す行開始アドレスであり、又は中心領域の列の開始を示す列開始アドレスであり、又は
行開始アドレス及び列開始アドレス両方の組み合わせであることが可能である。中心終了
アドレスは、中心領域の行の終了を示す行終了アドレスであり、又は中心領域の列の終了
を示す列終了アドレスであり、又は行終了アドレス及び列終了アドレス両方の組み合わせ
であることが可能である。換言すれば、メッセージングシーケンス１５０は、検出器周辺
領域の大きさを設定する又は変えるように集積回路２８を命令するように用いられること
が可能である。
【００３３】
　特定の実施形態においては、焦点面はマイクロボロメータのアレイであることが可能で
ある。その実施形態においては、サンプリング速度が中心領域に対して変化されるにつれ
て、マイクロボロメータのジュール熱における変化を適応させることを提供することが可
能である。例えば、サンプリング速度が変化されるときに、一定バイアスのデューティサ
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イクルが保たれることが可能である。他の実施例としては、ジュール熱のためのボロメー
タの抵抗における変化は、マイクロボロメータのバイアス状態又は支援回路における動作
バイアスを電気的に調節することにより補償されることが可能である。
【００３４】
　本発明の範囲から逸脱することなく、本明細書に開示されているシステム及び装置に対
して変更、付加及び省略を行うことが可能である。それらのシステム及び装置の構成要素
は統合される又は分離されることが可能である。更に、システム及び装置の動作は、より
多い構成要素、より少ない構成要素、又は他の構成要素により実行されることが可能であ
る。例えば、集積回路１２８及び演算システム２０の動作は１つの構成要素により実行さ
れることが可能である、又は画像処理器４４の動作は２つ以上の構成要素により実行され
ることが可能である。更に、システム及び装置の動作は、ソフトウェア、ハードウェア及
び／又は他のロジックを有する何れかの適切なロジックを用いて実行されることが可能で
ある。本明細書で用いている用語“各々”は、セットの各々のメンバー、又はセットのサ
ブセットの各々のメンバーのことをいう。
【００３５】
　本発明の範囲から逸脱することなく、本明細書に開示されている方法に対して変更、付
加及び省略を行うことが可能である。その方法は、更に多いステップ、少ないステップ、
又は他のステップを有することが可能である。更に、複数のステップは、何れかの適切な
順序で実行されることが可能である。
【００３６】
　本明細書で開示されているシステム及び装置の構成要素は、インタフェース、ロジック
、メモリ及び／又は他の適切な要素を有することが可能である。インタフェースは入力を
受信し、出力を送信し、入力及び／又は出力を処理し、並びに／若しくは他の適切な動作
を実行する。インタフェースは、ハードウェア及び／又はソフトウェアを有することが可
能である。
【００３７】
　ロジックは、コンピュータの動作を実行し、例えば、入力から出力を生成する命令を実
行する。ロジックは、ハードウェア、ソフトウェア及び／又は他のロジックを有すること
が可能である。ロジックは、１つ又はそれ以上の有体媒体において符号化されることが可
能であり、コンピュータにより実行されるときに複数の動作を実行することが可能である
。処理器の実施例は、１つ又はそれ以上のコンピュータ、１つ又はそれ以上のマイクロプ
ロセッサ、１つ又はそれ以上のフィールドプログラマブルゲートアレイ、１つ又はそれ以
上のディジタル信号処理器、１つ又はそれ以上のアプリケーション及び／又は他のロジッ
クを有する。
【００３８】
　特定の実施形態においては、実施形態の動作は、コンピュータプログラム、ソフトウェ
ア、コンピュータ実行可能命令、及び／又はコンピュータにより実行されることが可能で
ある命令により符号化された１つ又はそれ以上のコンピュータ読み出し可能媒体により実
行されることが可能である。特定の実施形態においては、実施形態の動作は、ロジック機
能を実行するファームウェアにより構成される１つ又はそれ以上のフィールドプログラマ
ブルゲートアレイにより実行されることが可能である。特定の実施形態においては、実施
形態の動作は、記憶しているコンピュータプログラムにより具現される、及び／又はコン
ピュータプログラムにより符号化される、並びに／若しくは記憶された及び／又は符号化
されたコンピュータプログラムを有する、１つ又はそれ以上のコンピュータ読み出し可能
媒体により実行されることが可能である。
【００３９】
　メモリは情報を記憶する。メモリは、１つ又はそれ以上の非遷移、有体、コンピュータ
読み出し可能及び／又はコンピュータ実行可能記憶媒体を有することが可能である。メモ
リの例としては、コンピュータメモリ（例えば、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）又は
読み出し専用メモリ（ＲＯＭ））、大容量記憶媒体（例えば、ハードディスク）、取り外
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し記憶媒体（例えば、ＣＤ（Ｃｏｍｐａｃｔ　Ｄｉｓｋ）又はＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　
Ｖｉｄｅｏ　Ｄｉｓｋ））、データベース及び／又はネットワークストレージ（例えば、
サーバ）並びに／若しくはコンピュータ読み出し可能媒体がある。
【００４０】
　本明細書は、特定の実施形態について開示しているが、当業者は、それらの実施形態の
改善及び置き換えについて理解することができる。従って、上記の実施形態についての記
載は、この開示を制限するものではない。同時提出の特許請求の範囲により開示されてい
る本発明の主旨及び範囲から逸脱することなく、他の変形、置き換え及び修正が可能であ
る。
【符号の説明】
【００４１】
１２　シーン
１４　オブジェクト
１８　カメラ
２０　演算システム
２２　ディスプレイ
２４　光学系
２６　焦点面アレイ
２８　集積回路
３２　メモリ
３４　ロジック
４０　処理器
４４　画像処理器
５０　画像
５２　中心領域
５４　周辺領域
６２　中心領域
６４　周辺領域
１２６　中心領域
１２８　周辺領域
１３０　周辺アレイ要素
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